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消火器・消防防災施工保守点検管理 

羽 島 ・ 岐 阜 ・ 名 古 屋 ・ 四 日 市  営 業 所  

給与所得者の年末調整 
 

【日　　時】 
【場　　所】 
 
 
 
 
 

【日　　時】 
 
 

【場　　所】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

◎年末調整説明会 
１１月１７日（木） 午後２時～４時 
中央公民館　３階大ホール 

　説明会の案内書と年末調整に必要な関係書
類を併せて郵送しますので、当日ご持参ください。 
※駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用

ください。 
◎青色申告決算説明会 

１１月１７日（木）、１８日（金） 
両日午前１０時～、午後１時３０分～ 

説明内容は同じです。（所要時間は２時間程度） 
マーサ２１　４階　マーサホール 

（岐阜市正木中１丁目２番１号） 
　説明会は岐阜南税務署と岐阜北税務署合同
で開催します。 
○平成２８年分の青色申告決算書は、確定申告

書などに同封して郵送されます。 
○e-Taxまたは確定申告書作成コーナーを利用

して確定申告を行った翌年には、確定申告書・
青色決算書などは郵送されません。 

○確定申告書や青色決算書などは、ホームページ
（「国税庁」で検索）からダウンロードできます。 

税務課 
岐阜南税務署 
蕁２７１‐７１１３（ダイヤルイン） 

年末調整・青色申告決算説明会 

　皆さんに、租税の役割や税務行政に対す
る理解を深めていただくために、国税庁（税
務署）ではさまざまな行事を実施します。 
　詳しくは、ホームページ（「国税庁」で検索）
をご覧ください。 
　また、「税を考える週間」の特集ページでは、
動画で国税局や税務署の仕事を紹介するイ
ンターネット番組「Web-TAX-TV」などを配
信しています。 

【問 合 先】岐阜南税務署　蕁２７１‐７１１１ 

11月11日（金）～17日（木） 

　給与所得者は、通常、その年の最後の給料ま
たは賞与が支払われる際に、所得税の精算「年
末調整」が行われるため、大部分の方は確定申
告をする必要がありません。 
　「年末調整」では次のような控除が受けられま
すので、必要な申告書を勤務先に提出して、これ
らの控除を正しく受けてください。 
●主な控除と必要書類 

　申告内容に誤りがあると、所得税や住民税が
追加徴収される場合があります。申告書に記載
した内容に誤りがあると気付いたら、速やかに勤
務先に申し出て、年末調整の再調整を受けてく
ださい。 
【問 合 先】岐阜南税務署　蕁２７１‐７１１１ 

各種控除 勤務先への提出書類 

配偶者控除、扶養控除、 
障害者控除、寡婦控除など 

生命保険料控除 

地震保険料控除 

社会保険料控除 

配偶者特別控除 

住宅借入金等特別控除 

扶養控除等（異動）申告書 

保険料控除申告書　兼 
配偶者特別控除申告書 

住宅借入金等特別控除申告書 

税を考える週間 

パート収入に対する税 
　パート収入は、通常、給与所得となります。 
　課税される所得は、パートの年収から給与所
得控除（最低６５万円）と基礎控除（３８万円）な
どの所得控除を差し引いた残額となります。 
　パート収入が１０３万円以下で他に所得がない
場合、所得税はかかりません。 
　ただし、パート収入が９３万円を超える方は、町
県民税がかかる場合があります。 
配偶者にパート収入がある場合 
　例えば、夫に課税される所得があり、妻の収入
がパート収入のみの方の場合、パート収入が１０３
万円までであれば、夫は所得税の配偶者控除（３８
万円）が受けられます。 
　配偶者特別控除は、配偶者控除の対象では
ない妻の所得によって算定されますが、最高額は
３８万円です。 
　この控除はパート収入が１０３万円を超えて１４１
万円未満であれば、受けることができます。 
　ただし、夫の合計所得額が１,０００万円（給与
収入で約１,２３１万円）を超えると受けることがで
きません。 
【問 合 先】税務課 

主婦と税（パートと税） 

　eLTAXは、地方税における手続きを、インター
ネットを利用して電子的に行うシステムです。 
　笠松町では、個人住民税の給与支払報告書
の提出、法人町民税の申告書の提出、固定資産
税償却資産申告書の提出に利用できます。 
　手続きは自宅やオフィスから利用でき、複数の
地方公共団体へまとめて一度に送信できます。 
　詳しくは、ホームページ（「eLTAX」で検索）
をご覧ください。 
【問 合 先】eLTAXヘルプデスク 

蕁０５７０‐０８１４５９ 

地方税の電子申告（eLTAX） 

　はかりの定期検査を次の日程で行います。計
量法の規定により、取引・証明に使用されるはか
りは２年に１度、定期検査を受けなければなりま
せん。 
　対象となるはかりをお持ちの方は、必ず検査を
受けてください。この検査を受けないで、はかりを
取引・証明に使用すると計量法違反行為となりま
すので、ご注意ください。 
　検査場所へは、はかり（付属品含む）と手数料

（岐阜県収入証紙）を持参してください。 
～検査対象となるはかり～ 
・はかり売り商品に使用するはかり 
・食品関連事業所（製造・加工・販売）で商品を

袋詰めする際に使用するはかり 
・医療機関や薬局で使用する調合用のはかり 
・学校、医療機関で健康診断に使用するはかり 
・宅配便に使用するはかり　など 

【日　　程】 

※検査料金は、はかりの種類によって異なります
ので、詳しくはお問合せください。 

【問 合 先】岐阜県計量検査所　蕁２５４‐８１８８ 

はかり定期検査を受けましょう 

月日 検査時間 

11月7日（月） 

11月8日（火） 

11月16日（水） 
11月17日（木） 

午後1時～3時 

午前10時～午後3時 

午前10時～午後3時 

場所 
JAぎふ　はぐり支店 

（岐南町三宅9‐50） 
歴史未来館 
多目的ホール 

（笠松町下本町87） 

JAぎふ　正木支店 
（羽島市正木町大浦583） 

電話健康相談 
 
 
 
 

【日　　時】 
 

【相談・問合先】 

　健康のことで、日ごろ気になっているちょっとし
た疑問やお悩みごとなど、県内で開業している医
師が医科領域の相談に応じます。お気軽にお電
話ください。 

１１月２７日（日）  
午前１０時～正午 
県保険医協会　 
蕁２６７‐０７１１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【申込期限】 
【申込・問合先】 

　町では地震に備えるため、昭和５６年５月３１日
以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震診
断を希望される方に、無料で専門家を派遣し、耐
震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる制
度を設けています。 
　また、昭和５６年６月１日以降に着工された木造
住宅の耐震診断と、昭和５６年５月３１日以前に着
工された木造以外の建築物の耐震診断、昭和
５６年５月３１日以前に着工された木造住宅の耐
震補強の費用の一部を助成する制度を設けて
います。 

１２月２８日（水） 
建設課 

建築物の無料耐震診断・耐震補助
費用を助成します 
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